
ＰＦＳアクションプラン（令和５年度～７年度）の概要

• 令和３年度末、100件／82団体でＰＦＳ事業が実施。重点３分野（医療・健康、介護、再犯防止）では、65件／66団体で実施。
• ＰＦＳ事業を検討している地方公共団体は、１２２団体と一定数見られるものの、多くの団体では未だ導入検討に至っていない。
• これまでの事業は、単年度、小規模のものが半数以上。社会課題の解決に資する本質的なＰＦＳ事業の普及は進んでいない。

令和７年度末までに達成
１．ＰＦＳ事業案件数（３年間で90件）

２．重点３分野の新規団体数 （３年間で60団体）
医療・健康、介護、再犯防止分野

３．先導的なＰＦＳ事業※の案件を組成

分野横断的に取り組む事項
• ガイドラインの改訂、分野別手引きの充実
• 入門事業パッケージの構築

• ＰＦＳ活用する地方公共団体等に向けた成果評価、行政
実務の専門家派遣

• 関係府省や研究機関等が連携しエビデンス環境を充実

• ＰＦＳ活用経験者と連携した新たな普及啓発・推進体制
の構築

• 交付金の拡充、関係府省補助金等との連携など、普及
推進へ戦略的な予算確保

• ＰＦＳ事業で得られた知見を、国等の政策立案、予算措
置の検討において活用

医療・健康、介護（厚生労働省、経済産業省）
• 案件形成支援及び標準的モデル構築による横展開の推進

• 大規模実証事業の成果等を踏まえ、支払額等や成果指標の評価の根拠となる
エビデンス環境の整備

• 交付金事業を通じたＰＦＳ事業の拡大（活用事例の紹介等）

再犯防止（法務省）
• 分野別の手引きを地方公共団体等へ周知、内容を充実
• 地方公共団体が実施する事業につき、ＰＦＳの活用を促進し、その導入を支援

• 前アクションプランに引き続き、重点３分野の事例を蓄積しつつ、他分野（就労支援、まちづくり、環境など）に横展開を進める。
• 官民連携を通じた社会課題の解決というＰＦＳ導入の本来の目的に照らし、「先導的なＰＦＳ事業」の形成を促進する。
• 地方公共団体等の委託事業に限らず、社会課題を解決し、その成果に応じて収益が生まれる事業の促進について検討する。

ＰＦＳの普及の現状

普及促進の進め方

具体的な普及促進の施策

普及促進のＫＰＩ

多様な主体・分野への展開
• 民間事業者が主体となる新たな成果連動型事業を促進する方策について検討
• 就労支援・環境・まちづくり等、多様な分野への展開を図る

※先導的なＰＦＳ事業

TYPE-A（事例蓄積がある領域）
• アウトカム指標に連動した成果支払
• 複数年度事業
• オープンサウンディング／公募
• 専門機関の助言・監修
• 厳密な評価デザイン
• 便益等の推定
• 5000万以上の事業規模

TYPE-B（事例蓄積が少ない領域）
• アウトカム指標に連動した成果支払
• 複数年度事業
• オープンサウンディング／公募
• 専門機関の助言・監修
• モデル性の高い成果指標の設定

アクションプランの総括

• 令和７年度末までに、成果連動の導入を原則とする事業領域、政策、制度を特定するなど、本アクションプランを総括し、その後の政策に活用。
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